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参議院本会議「新型インフルエンザ特措法改正案」に対する賛成討論 

令和 2 年 3 月 13 日 

立憲・国民.新緑風会・社民 矢田わか子 

 

共同会派「立憲・国民.新緑風会・社民」の矢田わか子です。会派を代表し、「新

型インフルエンザ特別措置法改正案」に関し賛成の立場から意見を申し述べます。 

まず、今回の新型コロナウイスル感染症で亡くなられた方々に心より哀悼の意を

表しますとともに、現在、治療中の皆様の 1 日も早いご快復をお祈り申し上げま

す。 

意見を述べる前に、森法務大臣から、法務行政のトップに立つ立場からは想像を

絶する発言があったことに触れさせていただきます。森法務大臣は、3 月９日の参

議院予算委員会において、小西議員の質問に答え、東京高検検事長の定年延長をめ

ぐる法解釈を変更した理由は「社会情勢の変化にある」と説明し、具体例として、

「例えば東日本大震災の時、検察官は、いわき市から国民が、市民が避難していな

い中で、最初に逃げた。その時に身柄拘束をしている十数人を理由なく釈放した」

と答弁されました。後に、この発言は、森大臣が、自民党が野党だった時期に国会

質問で発言した「個人の見解だった」と弁明されました。この答弁で国会は紛糾し、

審議がストップしました。最終的に、大臣の謝罪をもって国会は一部の委員会が再

開しましたが、これで一件落着というわけにはいきません。 

 法による秩序の維持と正義を守る法務行政のトップに立つ大臣が、法曹界の一翼

を担う検察官に対し、このような感情的な意識を持たれ、そして、それを国会の場

で躊躇することなく発言されるということは、まさに異常と言うしかありません。

法務大臣と言えば、前大臣の河井克行衆議院議員についても公職選挙法違反の嫌疑

がかけられています。そして今回のこの森大臣の発言といい、もはや安倍内閣は我

が国を法治国家として運営する資格を失っていると言えるのではないでしょうか。

大臣の辞任を指示できない安倍総理大臣の姿勢を厳しく糾弾し、森大臣の辞任を要

求し続けたいと思います。 
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 さて、「新型インフルエンザ特別措置法改正案」について意見を述べさせていた

だきます。 

今回、政府より提出された法案は、新型コロナウイルス感染症に対し、「流行を

早期に収束させるために、徹底した対策を講じていく必要がある」と説明されてい

ます。確かに、現時点で、ワクチンと治療薬が開発されていない新たな感染症の広

がりに対し、可能な限りの対策を講じ、国民の不安を解消し、国民生活や経済活動

に与える影響を取り除くことは緊急の課題であることに異論はありません。 

しかし、政府は、日本国内での初の感染者が発生した 1 月 15 日以降も有効な対

策を講じることなく、新型コロナウイルス感染症を関係法令にもとづく「指定感染

症」「検疫感染症」と指定したのは 2 月 1 日。また専門家会議の立ち上げも 2 月 16

日という後手後手ぶりです。この間、日本には、本年 1 月の 1 ヶ月間に約 90 万人

の中国人が訪問しています。この中に、感染者が含まれていなかったとは言えませ

ん。 

私どもは、感染の「蔓延防止」と「社会的機能を維持」するための措置を講ずる

ことができる、平成 24 年に成立した「新型インフルエンザ等特別措置法」の活用

を求めましたが、政府は、「新型コロナウイルスは対象にならない」として、この

要求を拒否され続けたわけです。 

しかし、私たちは、この現行法の活用が可能であったことについては、今でも揺

るぎない確信をもっています。平成 24 年 3 月、現行法の国会審議の際に、当時の

野田内閣の担当であった中川正春大臣は、「病原性の高い新型インフルエンザや同

様な危険性のある新感染症に対して、3 年前の新型インフルエンザの教訓も踏まえ

つつ、必要な法制を整えておくことが喫緊（きっきん）の課題であります」と法案

の提案理由を述べられています。まさに、現行法が適用できた証左であります。 

政府は、私たちのこの要求を無視された一方で、その後、官邸主導で、事前に国

民に十分周知することなく、小・中・高校の一斉臨時休校の要請、イベント等の中

止要請、中国、韓国からの入国制限など、法にもとづかない対策を次から次へと出

されました。この突然の要請・指示に対し、多くの国民は、日常生活や働き方、そ
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して育児等において混乱をきたし、また経済活動全体にも大きな利益損失を伴う

様々な影響がもたらされています。 

非正規労働者を中心にした雇い止めや解雇、学生の内定取り消し、学校休校によ

る給食食材の廃棄、子供達のストレスの増幅、選抜高校野球をはじめとする国民的

スポーツイベントの中止や無観客試合など、金銭的補償だけでは補えない傷を社会

や個人に残す事態が次々と生じています。 

このほか、横浜港に停泊したクルーズ船における感染症防止にも失敗して国際的

な非難を浴びることになりました。また、感染が深刻化した北海道では、独自の判

断で緊急事態宣言が発せられましたが、最初に現行法を適用していれば、法的根拠

をもって、各都道府県が主体的に行動計画を立てることができたはずです。 

そして、ここにきて、政府はようやく「新型インフルエンザ特措法」の対象感染

症に新型コロナだけを追加するという法改正をはかることにしたわけですが、この

改正案についても、今後の新たな感染症への対応ができないこと、緊急事態宣言の

要件の曖昧さ、あるいは私権の制約や自由な行動の制限が人権や財産権の侵害にな

らないのか、等々、多くの問題点が残っています。 

いま、国民が求めるものは、この新型コロナウイルスの感染を食い止め、日常生

活を取り戻すこと。そして、感染によって被った経済的な損失を十分に補償するこ

とにあります。 

この補償については、パートタイマーやアルバイト・派遣労働者・フリーランス

など非正規を含めた働く人への補償が優先されるべきだと考えます。また、観光・

サービス業・小売業を中心に影響を受けた中小・零細企業、個人商店への損失補償

や事業継承支援、そして、今後じわじわと影響が出てくるサプライチェーンの寸断

で生産活動が制約される産業への支援や、製造業の一部で検討されている生産拠点

の国内回帰への支援も必要になってくると考えます。 

私どもは、こういった損害や損失への補償とともに、経済活動を再活性化するた

めに家計支出を増やす減税の実施も早急に検討すべきだと考えます。とくに、低所

得者、独居の高齢者、障害者、シングルマザーなど、いわゆる社会的弱者への重点
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的な対策を講じてもらいたいと考えます。子育て家庭では、3 月から 4 月が一番お

金がかかる時期でもあります。雇調金の早期支給のための手続きなど、早急に現金

が行き渡るように支援体制を整えるべきだと考えます。所属する国民民主党では、

全世帯への支援金の支給についても検討を始めていますが、全ての国民が生活に困

らないよう、一段の対策の強化を求めます。 

 

 これまでの政府の後手後手の対策や、本「特措法改正案」の中の懸念事項など、

問題点は「枚挙にいとまない」わけですが、先ほどの内閣委員会では、前回の附帯

決議の内容がこの８年間、十分に対応されていないという状況も踏まえ、２５本に

及ぶ附帯決議が採決されました。また昨日は WHO が「新型コロナウイルス感染を

パンデミック」とする宣言を行ない、日本国内においても、感染の広がりが止まら

ない状況が続いています。また、本日も株価が急落している状況です。 

これらのことを鑑み、現行特措法の法目的にそった措置の展開が国民の生活と健

康を守り、経済活動の停滞を防止することに繋がると判断し、私ども会派は改正案

に賛成することにいたしました。 

確かに、「緊急事態宣言」にもとづく施策が権利侵害に繋がるのではないのかと

いう懸念から、法改正に反対する意見もあります。政府におかれては、暴走するこ

となく、丁寧な国会報告を行い、野党の意見、国民の声を尊重していただきたいと

思います。 

現在、我が国が置かれた未知なる脅威との闘いが本改正案の成立によって一歩で

も前に進むことができるよう、議員の皆様にご賛同していただくことを訴え、賛成

討論といたします。 


